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 しかし、一方で、テレビ局はドキュメンタリーではなくドラマを制作しているわけです

ので、その中で我々と同じような格好をした人間が登場しても残念ながら視聴率は上がら

ない、だれも見てくれないというのがテレビ局サイドの意見としてあるわけですね。です

から、それは内心忸怩たる思いはあっても、まあ、ドラマだからやむを得ないというとこ

ろで、落としどころといいましょうか、折り合うという部分は確かにございます。 

 それから、２点目の６４０回を超えて、あんな過密スケジュールで安全は担保している

のかというお話がございましたけれども、先ほど私、松本君の作った北総ＨＥＭＳのプロ

グラムをお見せしましたけれども、きちっと安全を確保するということに関して最大限の

配慮をしてシステムを構築しています。しかも、６４０回以上で過密と今言われましたけ

れども、世界のドクターヘリは年間で平均１,０００回から１,２００回ぐらい飛んでいる

のが普通でございます。世界基準から見た場合、日本はむしろ少ないくらいですので、安

全第一を肝に銘じ、もっともっと出動件数を増やさなければならないと考えています。 

【司会（篠田）】  ありがとうございました。 

 寄附については寄附税制という問題があると思うんですね。この間の鳩山さんの施政方

針演説の中にも、この「新しい公共」というものを担っていくためには、寄附税制の拡充

を含めて、たしか５月を目途に具体的な提案をまとめてまいりますと、こういうふうな話

が載っていました。たまたま HEM-Net は認定ＮＰＯ法人なのですけれども、もっともっ

と寄附というものを気楽にやれるような環境というのが制度の上でもつくられてしかるべ

きではないか、こんなふうに思うのですけれども、松田さん、そういう点について、もし

何かお考えがあれば少しお聞かせいただけませんでしょうか。 

【松田】  本日、皆さんのお手元に配られている対談をやりました松田でございます。

私の考えは詳しくはそちらを読んでいただければと思います。 

 今、途中まで議論を聞いて感想めいたことを若干申し上げますと、寄附も絡めてですが、

「民が支える官」という言葉が結構出ているのですが、私が言いたいのは「民が支える公」

という言葉でございまして、「官」と「公」が違うということから思考を出発させなければ

いけないなと思っています。現実にはまだ、いわゆる官から民へというのが、日本はまだ

そういう段階でございまして、それがいわゆる本来「公」がやる分野が「官」の下請にな

っているような状況で、ＮＰＯも今の問題というのは単なる官の下請ではないかというと

ころに大きな問題があって、そうではなくて、公は公の独自の領域が本来あって、それを

民と官がともに支えるという姿にしていこうというのは、多分、２１世紀の日本の社会が
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目指すべき目標だろうと思いますし、恐らく欧米に比べて日本はその辺が戦後システムと

いいますか、企業社会と官と、この２つしかない社会になってしまったというところで失

われた部分、これを取り戻すべきではないかというのが私の基本的な考えでございます。 

 では、その「公」の部分をどうやってやるのか。やはり何と言ってもお金の問題がどう

しようもないわけでございまして、私、財務省が仕切る世界という、先ほど上先生からご

指摘がございましたが、長い間、そういう世界にいたのですが、これからの日本のあり方

をどうしたらいいか。虚心坦懐に長い間考えてきているうちに、だんだん官という世界を

飛び抜けてしまいまして、全く非財務省的な人間になってしまったのですが、いわゆる財

務省のコントロールの世界では、多分、持続可能な社会が築けないわけでして、といいま

すのは、坂の上の雲、今、雲の中にあるというお言葉もありましたけれども、多分、その

雲の向こう側にあるのが非常に価値観が多様化した知識社会ということだろうと思うんで

すね。 

 多数決で一律にこれが価値だというのは官ができることなのですが、多数決に入らない

さまざまな価値がそれぞれ存在していて、評価されているという社会になってきたときに、

官だけで社会を運営するというのは多分不可能になる。民はどうかというと、民はやはり

市場メカニズムに乗らないものはなかなか民にならない、ビジネス化できないものは民に

ならないわけで、やはり多様な価値観を拾うシステムというのは社会の中に組み込まれな

ければいけないし、多分、そこが主流になってくるだろうという考えでおります。そこを

どうやって支えるか。 

 財政面の話を若干すると、こんな話をしてもしようがないのですが、もう日本の状況は、

今よく低福祉・低負担か、中福祉・中負担かと言われますが、中福祉をやるために今、低

負担から多少、中負担にしようという議論が起こりつつあって、消費税が上がるかどうか、

この政権、どうなるかわかりませんけれども、ただ、実態を言いますと、中福祉をやるた

めには高負担が必要になる。高福祉をやるためには、もう負担ということでは回らない。

多分、高負担をやってみたところで、医療は十分にお金は回らないだろうというのが私の

見方であります。 

 したがって、負担という概念でこの医療というバリューを運営していくというのは、生

み出していくというのは不可能なので、私はそれをコストの概念からバリューの概念に切

りかえて、人々がみずから価値を評価してお金を出す部分を膨らませていかないといけな

い。これは多分、医療だけではなくて、あらゆる日本の社会システムに共通のテーマだろ
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うと思っていまして、多分、医療が一番わかりやすいテーマだろうと思いますので、多分、

この分野からそういうソリューションを出していけば、持続可能な社会に向けた大きなモ

デルになるだろうと思っています。 

 その中で寄附の話ですけれども、財務省の人間が寄附税制の優遇と言うと怒られるので

すけれども、私は先ほど官から民へという言葉ともう一つ、税から寄附へ、あるいは官か

ら公へ、税から寄附へという流れももう一つ重要だろうと思っておりまして、同じ税金で

も自分が選択して使える部分が出てくる。これは市川市が既にハンガリー方式でやってい

ますが、１００万円納税しても、１０万円を寄附したら、その分、税額から全部引いてく

れれば同じ１００万円の税金でも、１０万円は自分が選んだ価値に対して負担をしたのだ

と。これは負担ではなくて喜んで出している部分でありますから、負担感が少ないわけで

すね。 

 これは多分かなり税負担が増えざるを得ない中で、その部分を増やしていくと納得をし

て公が支えられて、それも自分が実現した価値を支えられる部分がそこから出てくるとい

うような仕組みだろうと思っておりまして、ただ、民主党政権が新しい公共ということで、

どこまでほんとうのパブリックということを設計できるかどうかは、まだ全然見えていま

せんし、そこのところはほんとうは大事なのですが、その上で、先ほど医療人の意見があ

まり耳を傾けられていないという言葉がありましたけれども、もっと医療界の皆さん発言

していただいて、こういうバリューがあって、これは非常に公益ではないか。公益に資す

る部分については、もっとそういう優遇を認めてもいいのではないかということを堂々と

主張されて、社会に認知してもらうということが大事だろうと思っています。 

 また、ついでに寄附の話をしますと、このドクターヘリというのが國松理事長との対談

で申し上げたように、一番わかりやすいストーリー性というのがここに加わるとさらにい

いと思いますが、非常にバリューがわかりやすい分野なので、まずここの分野を突破口に

して、今、日本人は寄附をしない国民だということがよく言われていますが、必ずしも戦

前の社会はそうでなかったということも、私、そこの対談で申し上げておりますけれども、

まず、日本人がパブリックに対する気持ちを忘れている。あるいは戦前のように大幅な資

産の格差がないという場合には、状況を踏まえるとやはり寄附をした人に純粋に公のため

にといってもなかなか寄附はしないでしょうから、やはり寄附をしたときに何らかの見返

りがあるという部分をうまく組み立てるということが大事だろうと思っています。 

 例えば私が今ある地域で農業の革命を起こそうとしていろいろなことをやっているので
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すが、そこの地方の出身者の方に広くお金を募って、別にそれは借りるお金ではなくて投

資してくださいと。そのかわりに新鮮な野菜を必ず毎年一遍うちに届けますというような

見返りを与えると、故郷に対する思い入れのある人は結構お金を出すだろうという、これ

は１つの事例ですけれども、何かそのような、このお金を出した人にこんなものを与える。

医療ですと、多分、安心であるとか、それに伴ういろいろな価値があろうと思いますが、

そういうものを医療界の皆さんで、こんなことが考えられるのではないかということを現

場からどんどん発信していければ、議論が前に進むのではないかなと思っています。 

 また、そういう提案をどんどんぶつけてこそ、民主党政権は、我々官僚も、本音を言い

ますと、政権交代がどうのこうのということではないのですが、どうも、せっかくしがら

みのない政権なのになかなか政策の設計というところに進んでいないなというのがちょっ

と残念に思っていまして、先ほどデザインという、私の紹介のところにもデザインという

ことがございましたが、政策のデザインというところをもう少し民主党にやってほしいと

思うのですが、それこそ医療界からどんどん突き上げていただければ、そういう議論をし

ていただければ大変ありがたいなと思っています。とりあえず、以上です。 

 

２．医師・看護師等研修助成事業について 

【司会（篠田）】  大変ありがとうございました。 

 では、このことばっかりやっていると時間が過ぎてしまいますので、次の、先ほども益

子先生から医師・看護師等の研修事業について、HEM-Netの取組と、それから、受け入

れ側の日本医科大学のプログラムについてご説明がありましたが、この点について先生方

から、あるいはフロアからご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

【小倉】  まず、それを出す立場から、そして何を期待しているかというのを述べます

と、恐らく日本の医学部教育というのは、兵隊を育ててきたんですね。だから、だれかの

言うとおりにやるということを学生のうち、研修医のうちからずっと育ててきて、恐らく

現場に出て、自分が指揮官であり、兵隊であるということを学ぶ機会というのは少なかっ

たのだろうと思います。ドクターヘリだとどうしても自分が指揮官でなければならないし、

兵隊の部分は当然、やれる中で指揮官でなければならないというところで、新たなリーダ

ーシップ像をつくるための人材教育の１つにもなるのではないかと思っておりますし、そ

れを期待しています。 

【司会（篠田）】  大変いい指摘ではないかと思うのですが、益子先生、いかがでしょう
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か。 

【益子】  全く、今おっしゃった通りだと思います。私どもがこのドクターヘリ研修制

度を立ち上げた理由は、これまで、殆どの臨床医がしていなかったことに新たにチャレン

ジする業務であるために、これはしっかりやらなければいけないと考えたことにあります。

先ほどの海堂先生のお話の中で、こういう新しい仕組みに対して、国民はきちっと責任を

とる覚悟があるかということが今問われているというお話がございましたけれども、私は

それ以上に、医療機関側がこれから地域の人の命を守る覚悟があるのかということが問わ

れているのだと思うのです。 

 私、いろいろなところでお話しさせていただく中で危惧しているのは、ドクターヘリと

いうヘリコプターの機体を持ってくれば事は解決すると考えておられる先生が少なからず

いらっしゃることです。これはとんでもない話でして、ヘリコプターだけでは命の危険に

さらされた人の命を救うということは絶対にできないのです。つまり、ドクターヘリに乗

って現場へ行き、しかるべき診断、治療のできるスキルを持った医師、覚悟を持った医師

がいて初めてドクターヘリが効果を上げるわけですから、そういったドクター、ナースを

育成することがとても大事だということであります。 

 病院の救急外来における診療形態はさまざまで、例えばナースが何科の医師が診療すべ

きかを判断した上で医師が呼ばれる仕組みになっている病院があります。何科の患者さん

ですよといって呼ばれ、そこでは自分の専門領域について診療を求められる訳です。そう

いう診療をしていた先生が現場へ行っても、重症の外傷、つまり大けがを負った患者さん

や、大やけどを負った患者さん、更には脳卒中、心臓病、大動脈瘤、薬物中毒など、あり

とあらゆる救急患者に対して、迅速かつ適切な診療が行える保証はありません。ドクター

ヘリの要請となったのはどんな患者さんなのか、現場へ行かなければわからないこともし

ばしばであり、その現場で自分は専門外だから診療できないなどと言うことは許されない

のです。現場へ行き、診察して初めてケガや病気の程度がわかるという状況でございます

ので、たった一人でそこへ行って、しかるべき医療を提供するという任務は、やはりそれ

なりの知識とスキルを持った人でないと務まらないのです。 

 ですから、我々はそういった医師・看護師をこのプログラムで育成しようと思っている

訳ですけれども、今度は、その育成プログラムにスタッフを送り込んでくださる医療機関

の管理者にお願いしたいことは、ある程度、救急医療のイロハを修得した方を出していた

だきたいということですね。例えば全く重症外傷を見たことがないという方がドクターヘ
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リの研修に来ましても、重症外傷に対する診断治療のイロハから教えたのでは３カ月でと

ても足りません。ですから、そこは是非考慮していただきたいと思います。 

【司会（篠田）】  ありがとうございました。 

 ほかに先生方、ございませんか。どうぞ。 

【上】  この問題は医療界の象徴的問題だと思うのですけれども、専門家の教育システ

ムというのは江戸時代から今まであるんですね。徒弟制と言われようが、何と言われよう

が皆さんの職場と一緒で、プロ・プロで鍛える、ＯＪＴで鍛えます。何でわざわざ制度か

というと、医療界、お金が非常に少ないので、そのことに投資ができないのが１つなんで

す。私たち、例えば私が病院を持っているとしますと、そこのバリューというのはほんと

うは働くスタッフなんですね。その方が治療をして治れば対価がいただけるわけです。経

営者としては、その方にできるだけたくさん手術してほしいんですね。どうして日本がそ

うならないか。人に投資できないかというと、お金のつけ方が病院の院長に一たん入って

事務で分けるからなんです。世界でこの制度だけでやっている先進国は日本だけです。 

 お医者さんの直接払いと病院の支払いって、これ、二重の支払い、ドクターフィーとホ

スピタルフィーというんですけれども、人に投資することがインセンティブになるお金の

フローになっていないんです。だから、病院はＣＴとかＭＲＩを買うんです。病院の経営

者がＣＴ、ＭＲＩを持てばできるだけ稼働したいので、開業医を呼び集めようというイン

センティブが働かないんです。開業医は逆に自分でアルバイトで行くと安いお金しかいか

なくなるので、ドクターフィーが入ってくるとこういう問題はかなり減ってくるんです。 

 じゃあ、どうなるかというと、先生方であるとか、外科の名医というのは中国の上海へ

行って、１回数億みたいな手術があるんです。私、がんセンターにいたときだって、現に

国賓というような人がいっぱい来ていました。多分、保険外で異常なバリューがあって、

もちろん、がんセンターの支払いは少なくて、それ以外のバリューを出していたんでしょ

うけどね。この国がどうして人に投資できないか、医療ができないかというと、価格を中

央政府が一律に決めているのと、病院に一たん入って、それが少ないので、人に投資して

そのことがインセンティブになる構造がないんです。 

 人にお金がつく構造がないので、何とか事業という形で、ここが補助金かどうか知りま

せんが、補助金という形でもらうしかなくなって、補助金となるとものすごく融通がきか

なくなってきて、そのことが合目的化してしまうんですね。ほんとうに人にバリューがあ

るのであれば、吉本興業とか、松竹何とかとか、巨人・阪神みたいないいところに人が流
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れて、だめになれば減っていくんです。ほんとうはそういう何が医療のバリューなんです

か、そのためにはどうキャッシュフローを設計しなければいけないんですかと。何か必要

であるから補助金をつけて、若干、ちょっとだけ補助金をつけて、そこに制度が疲弊する

のがいいんですかみたいな議論をしなければいけないと思いまして、医学教育、医師教育

なりは多分、皆さんと全く一緒なんです。 

 国家が専門家を統制している。医師の資格、国家資格って実は先進国はあまりないんで

すよ。国家試験をつくるから、実情と乖離するのだみたいな議論を医療者が自立的に言わ

ない限りは厚生省に補助金、文科省に補助金をお願いして何とか事業制度をつくって、永

久にそこが既得権化することを繰り返すと思っていまして、今こそまさにと。そういう話

をすると、実は舛添さんが２００８年、ドクターフィーで打ち上げたんです。今回も足立

信也さんが打ち上げています。ところが、現場は全くドクターフィー反対という形で、む

しろ足を引っ張っているんですね。そのところはほんとうに今議論すべきなのだと思って

います。 

【司会（篠田）】  ありがとうございました。 

 かなり本質的な話でございまして、ここでむしろ、そういう問題提起をしていただいた

ということは大変ありがたいと思っています。この研修制度について、ご意見ございませ

んか。出す側、受ける側でも――どうぞ。 

【堤】  ２点ありまして、１つは責任者コース３カ月、これ、出す側の病院にとっては

とても負担が大きいですよね。僕は出せる自信がないし、だって、３カ月間、責任者が病

院からいなくなるんですよ。これ、難しいなと思っています。 

【益子】  責任者は長期で１カ月、短期で２週間です。 

【堤】  いや、だけど、苦しいというのが本音で。 

【益子】  おっしゃるとおりかも知れませんね。 

【堤】  僕は応募者、少ないのではないかと思っています。もう少し短期のやつをつく

ってほしいなという。 

 それから、２番目は、これは送り込むときに医学的な問題、医学的な経験というのが言

われていましたけれども、それ以外の条件で何か、先生、ヘリに乗るフライトドクター、

フライトナースで、こういう資質が必要だという医療技術以外の部分で何かありますか。

というのは、我々もフライトドクター、フライトナースを任命するときにいろいろ考える

んですよ。適性、不適性でね。 
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【益子】  それはまさしくそこにいる松本准教授から言ってもらうのが一番いいと思い

ますので。 

【堤】  ええ、その辺少し教えてもらえればと思います。 

【益子】  松本先生、宜しくお願いします。 

【松本】  北総病院の松本です。なかなか難しい質問だと思うのですけれども、僕は若

い先生に現場で教育をするとき、一番よく見ているのは現場のリーダーシップですね。ち

ゃんと大きな声を出して、自分の考えを周りにちゃんと伝えることができるか。これは我々

救急医が普段、処療室の中でやっていること以上に大事なことだと思うんですね。という

のは、ナースだとか、ほかの技師さんだとかって、病院の中で仕事をしているだけではな

くて、病院の外へ行けば消防の人もいるし、いろいろな人がいるわけですね。 

 そのときに患者のために医師が何ができるかという視点に立って、周りの人間をいかに

動かすかというところが非常にポイントになってくる。そういうときにちゃんとリーダー

シップをとれる人間でないと、僕は現場へ出ていく資格はないだろうなと思っています。

ですから、そういうことって臨床経験の多寡とはちょっとまた違ったところにあるかなと

も思いますから、できればそういった人に来ていただいたほうが、あるいはそういう人た

ちが候補者として入ってきたほうが、我々としては非常にポイントを押さえて教えやすい

のではないかなと思いますし、まさにそれは我々救急医を育てることにつながっていくの

だろうなと思っています。 

【堤】  フライトナースはどうでしょう。 

【松本】  ナースもやっぱり基本的に同じだと思うんですね。ナースの場合は若干経験

の年数がHEM-Netのプログラムの場合は高くなっていると思うんです。５年以上となっ

ているので、ナースのほうは、むしろ、そういうことの必要性を彼らはよくわかっていて、

あえてああいうふうに厳しい、医師よりも臨床経験がたくさん要るという条件を出してき

たと思っています。あの条件を出すときは、結構、かんかんがくがくあったのですけれど

も、結局のところ、落としどころが臨床経験で５年だとか、救急医療の従事が１年だとか

というところになりました。僕はもっとかなり高いところで主張していたんですけれども、

堤先生が先ほどおっしゃったように、それでは人が出せないというふうなことで、ああい

うところに落としどころとしてはなりました。それはご理解いただきたいのですが、むし

ろ人が出せないというのは、それは僕は基地病院としての覚悟がないととらえています。 

【堤】  例えば益子先生のところでお願いして、研修を途中で中断ということもあるん
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ですか。こいつは、もう無理だということもありますか。それとも最後までやって証明書

を出すという、どちらの方向なんでしょうか。 

【益子】  実際におります。途中で、君、これ以上は無理だからやめなさいと言って、

他の職場に移っていただいた人がいます。 

【堤】  なるほど。わかりました。 

【司会（篠田）】  それと、先ほど研修期間の話がございましたけれども、今のお考えで

はどのぐらいだったらいいがなというのはございますか。 

【杉山】  埼玉医大の救命センター、杉山と申します。リーダーシップをとれる人だっ

たら、僕も堤先生と少し意見が違うのですけれども、トップに立つ人は２週間はやっぱり

最低必要なのではないのかなと思います。あと、フライトドクターに関しても、今、益子

先生がおっしゃられた、そのぐらいの期間でいいのかなと思っております。 

【司会（篠田）】  はい。わかりました。 

 どうぞ。 

【有賀】  このシンポジウムがHEM-Netのシンポジウムなので、勉強プロセスもそう

いうふうな文脈で展開するのは十分理解できるのです。しかし、益子先生にお聞きしたい

のですけれども、東京では、いわゆるここで言うようなドクターヘリは飛んでいないんで

すね。東京消防庁は、それは議会対策ということで東京ドクターヘリという名前を使って

いるのだと思いますけれども、私は東京のＭＣ協議会の処置基準委員会でヘリを呼ぶとき

はどういうときに呼ぶかとか、それから、よりたくさん東京ドクターヘリに乗ることにつ

いての機会を増やすための議論を結構たくさんするんですよ。 

 今回の勉強プロセスは、広尾だとか、武蔵野日赤だとか、たしか複数箇所の救命救急セ

ンターのドクターが状況に応じて飛んできたヘリに乗って現場に行く。こういう方法なの

ですけれども、そういう基地病院ではないところのドクターたち、またはナースも含めて

いいのですけれども、今回の勉強プロセスはどの程度にカバーするか、またはカバーして

いないのか。 

【益子】  基地病院でないところが今回の研修プログラムに受講できるかというご質問

でしょうか。 

【有賀】  全くそのとおりです。だから、東京みたいなところはもともとそういうふう

なことなので、勉強の中にはどういうふうにそれが反映されているか、反映されていない

か、そこら辺を教えていただきたい。 
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【益子】  研修プログラムの受講ニーズとの兼ね合いだと思います。受講ニーズがあま

りなければ、ドクターヘリ基地病院になる可能性がなくても、医師・看護師研修を受け入

れることは十分可能だと思います。 

【有賀】  論理的には基地病院はないんです。これから先も多分ないんだと。 

【益子】  でも、それはわからないのではないでしょうか。 

【有賀】  ええ、もちろん。 

【益子】  現時点ではないというだけで、なくていいのかというのは、私はむしろ、東

京都内の病院の先生方に議論していただきたいと思っています。 

【有賀】  まあ、そうは言いながら、２つのことが走る可能性があるということを言っ

ているわけですよ。 

【益子】  これは研修調整委員会の検討に委ねられるべき事項となるのでしょうが、ま

さに来年度ドクターヘリを導入しようという病院が幾つか応募してきたと仮定して、それ

を後回しにして基地病院になる可能性のないところを優先するというのは難しいような気

が致します。 

【有賀】  一言だけ。結局、先ほども出ましたけれども、それだけの覚悟があるのかな

いのかというような、イエスかノーかみたいな話ではなくて、イエスとノーの間に限りな

くグレーなものがあると。 

【益子】  良く分かりました。 

【有賀】  そこら辺のことをよくわかっていただいて日本国を導いていただきたい。 

【益子】  いや、わかります。はい。 

【司会（篠田）】  どうぞ。 

【松本】  今の件、お勉強のお話ですけれども、少なくともHEM-Netがやろうとして

いることは、これからドクターヘリをほんとうにやろうという人たちに対して教育の場を

与えようというふうなことは大事だと思います。ただ、一方で、僕は何で今うちの部長が

我々北総のプログラムというのをお示ししたかというと、それとはまた別のところで、今、

有賀先生がおっしゃったように、ヘリとは関係のないところで勉強する人たちの教育の場

としてのプログラムの提供というのは、我々は考えなければいけないなとは思っています。

ですから、我々はかなり高いところにハードルを置いて、救急医を育てるのだという目的

で、また、HEM-Netのプログラムとは別個にちょっと持ちたいなということを考えてい

ます。 
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 これ、実はロンドンに行ったときに、僕が去年行っていたときにやっていたんですけれ

ども、彼らはそういうプログラムを持っているわけですね。６カ月のプログラムに参加し

ているやつに、おまえは地元に帰ったらヘリに乗るのかと言ったら、いや、おれは普通の

麻酔科に戻るよという人がいるわけですね。ですから、そういうプログラムをクリアした

ことによって、医師としてのステータスが上がってトレーニングができたという、そんな

ところが全国でどこでもあるようになるのが、私は最終的な目標ではないかなと思ってい

ます。 

【司会（篠田）】  どうぞ、國松理事長、お願いします。 

【國松】  今の点に関係するのかどうかわかりませんが、この研修プログラムを救命救

急センター長、全国の皆さんに投げましたときにありました反応の１つとして、この研修

プログラムというのは、ドクターヘリを導入する、ほんとうのドクターヘリですね、これ

を導入するところだけに適用されるのか。実は全国を見ると消防防災ヘリに乗って現場に

行くお医者さんというのはたくさんおられるわけですね。そういうお医者さんにはこの対

象とはしないのかというご質問が何県かから来ております。それに対して私ども、今どう

答えているのかというのは、もう全く、ちょっとムニャムニャというようなところがある

のでありますが、私どもの今当面のことで考えていますのは、実際にドクターヘリ検討会

を設けて、ドクターヘリを導入してくれる、これからドクターヘリを導入しようとしてい

る、つまり、ある意味では当然、基地病院があって、そこで働くお医者さん。そのお医者

さん方はもちろん基地病院の所属医師でなくても、当然、どこかにおられても結構なので

すが、将来、ドクターヘリが導入された暁には、そこでドクターヘリに乗って活躍してく

れるお医者さん、看護師さんを養成するというのが今の私どもの考え方ですと。ただし、

考えてみますと、全国どういうペースで行くのかどうかわかりませんので、実際にいつま

でたってもといいますか、これからかなりの長期間、消防防災ヘリで行くのだと。ただし、

消防防災ヘリとして医者を乗せずに現場に行くようでは大した効果もないから、医者を乗

せて行きましょうと。つまり、消防防災ヘリをほんとうの意味でドクターヘリ的に運用し

ていこうというところはかなり出てくるかもしれません。 

 そうなった場合に、そのお医者さんに対して、このプログラムを適用するというのは、

それなりの意味があると思いますので、全く消防防災ヘリに乗って現場に行くお医者さん、

あるいは看護師さんを、そもそもアプリオリに排除するというつもりは実はないのであり

ますが、ここから先は全く現実の話でありまして、ジャブジャブ、ジャブジャブお金が集
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まってくれば、それができるのでありますが、まことに乏しいことでやっていくとなりま

すと、やはりドクターヘリを導入してやっていこうというところの、ドクターヘリ基地病

院で活躍をしてくれるお医者さんにまず当面重点を置くことにならざるを得ないのではな

いかというようなことでありますが、実は現実にそういうご質問がありまして、ドクター

ヘリだけで何かやって、それでいわゆる日本全体のヘリコプター救急というものがうまく

いくのかというようなご質問は出ております。 

【司会（篠田）】  どうぞ。 

【小倉】  今のお話でもそうなのですが、ドクターヘリをやる病院、基地病院だけが特

別な病院であってはやっぱり、その地域の医療全体の底上げはできないと思っているんで

す。ですから、我々のところでも県内の救命救急センターの先生は、乗っていただけるだ

けの能力を身につけていただいて、なおかつその地域の病院を守っていただくというミッ

ション、場合によっては、その近くであればそこから乗っていただくというミッションも

できるような。 

 つまり、先ほど益子先生もおっしゃられましたが、ドクターヘリをやる病院、その病院

のクオリティーというのも問われますが、そのドクターヘリを運用して、そこでどういう

救急医療体制をつくるのかという景色全体を見えた、地域全体で見せない限り、ドクター

ヘリをやったからといって、その地域の救急医療はよくならないというのは明確なことで、

そのためにはこの研修で指導者教育をしていただいて、その地域にもう１回伝道師として

持ち帰り、その地域の底上げをしていただくというミッションというのが多分あるのだろ

うと。そういう意味でも松本先生のプログラムというのは、そういうところも踏み込んで

いるように常々考えていますから、そういうことができる人間を送り込みたいなと逆に思

っています。 

【司会（篠田）】  ありがとうございます。 

 実はドクターヘリは今、夜間飛行をやっていないんですね。一方、消防防災ヘリは夜間

飛行をやっている。前回、周産期のシンポジウムのときに発言がありましたように、赤ち

ゃんの拠点施設に広域的に運んでいかなくてはいかん。それは日中だけでなく夜間だって

あり得るわけで、そういうことも考えると、残念ながらドクターヘリはその任ではないと

なれば、消防防災ヘリがその役割を果たさなければいかんのではないかという気はするん

ですね。 

 ケースとして、それが多いのか少ないのかよくわかりませんけれども、そういう点では
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やはり夜間飛行などを念頭に置いて考えておかなくてはいかんのではないかというのが１

点ありますし、今、小倉先生が言われたのも僕は同感なんですね。全部HEM-Netだけで

研修の需要にこたえられるかどうかという話になると、ここで勉強した人が地元に帰って

教えていくというような、そういう仕掛けというのはつくっていかないといかんのではな

いかと私も思っております。 

【上】  いいですか。 

【司会（篠田）】  どうぞ。 

【上】  私は門外漢なので、これだけ民でやられているんですから、うるさいことを言

わずに國松理事長がいいと思ったところに出せばいいなと思って、だって、HEM-Netに

とっては、いい人、いい地域に提供したいはずで、ドクターヘリとか何か、防災ヘリとか

単なる行政仕分けの話で、医療とはあまり関係ないですよね。いい医療者のところに出せ

ばいいので、さっきも申し上げましたが、発達段階のほんとうにカリスマからここに上が

ってきたところなので、そんなときには国全体でやるような、自治省が何とか、総務省が

何とかとか、こういうのをまだ議論する段階ではなくて、逆に國松先生などはほんとうに

国民から見たらWell traindで、経験がおありで、人を見る目があって、こいつだと、こう

いうほうが私はＮＰＯらしくていいなと思って、さっきのような議論は松田さんにぜひし

ていただくとして、そういうふうに感じました。 

【司会（篠田）】  大変勇気ある発言、ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。せっかくこれから始めようとしているわけですので、この場で

ご提案をいただいて、我々として参考にさせていただきたいわけであります。受け入れ側、

出す側、ございませんか。 

 どうぞ、一番後ろの方。 

【後藤】  深谷赤十字病院の救急部の後藤と申します。今、お話に出ていた防災ヘリを

ドクターヘリ的運用をしてというところが、私どものところは県北の支部があるものです

から、そこの救急を運ぶためにやはり夜間、たくさんのヘリが、防災ヘリで飛んでいただ

いています。そのときに今は埼玉医大の日高の国際医療センターのドクターを拾って、そ

れから来ていただいているという状況なんですね。もしそのドクターヘリに乗るドクター

の講習をもう少しランクの低いと言っては語弊があるのですが、最低限の救急ヘリの、い

ざというときに乗らなくてはいけないという事態になったときに乗れるような医者のレベ

ルのドクターヘリ搭乗医という考え方は間違っているのでしょうか。ちょっとうまく言え
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ないのですが。 

【益子】  先ほど國松理事長がおっしゃったとおりで、寄附がたくさん集まったらどん

なことでも可能だと思うんですね。ただ、やっぱり初年度で、まだ海のものとも山のもの

ともわからない段階で、じゃあ、初年度どれだけやろうかということをあらかじめ計画を

立てなければなりませんね。そこで６施設で７人、合計４２名という一応の計画を立てた

という状況でございます。ただ、これは先ほど理事長がおっしゃったように、ご寄附がた

くさん集まって、あるいは自治体がうちの町の先生だったら、うちが出すよというような

ことを皆さんにしていただければ、これはほんとうに結構なことで、輪がどんどん広がっ

ていくと思います。 

【司会（篠田）】  どうぞ。 

【後藤】  発言してよろしいですか。今のことはもう重々承知しているのですが、実際、

今飛んでいる状況として、もう少し早くというんでしょうか、ドクターを使えるようには

できないのか。 

【國松】  レベル。 

【益子】  そのレベルの低いという意味がちょっとわからないんですけれども、つまり、

先ほど申し上げた３年とか、そういうキャリアではなくて、初期臨床研修医でもいいかと

いう意味でしょうか。 

【後藤】  ある程度の、５年とかでなくても専門のところで３年とか、数年働いたドク

ターでも受けることができないかとか、あるいは期間も３カ月とかそういうのではなくて、

１カ月程度の講習で乗れるようなドクターの養成とか。 

【益子】  これは先ほど松本君が申し上げましたけれども、HEM-Netの仕組みの研修

プログラムについて説明させていただいたものです。私どもはこれまで、HEM-Netの仕

組みとは別に、ドクターやナースの研修を受けています。それは１週間単位の場合もあり

ますし、３日の場合もありますし、２週間もあれば１カ月もあります。ですから、そうい

った形で研修を申し込んでいただければ、いかようにも対応致します。 

【後藤】  意味がわかりました。失礼しました。 

【司会（篠田）】  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

【有賀】  このHEM-Netという仕組みに寄附を何とか寄せたいという話があったとき

に、寄附をしたい人がどう思っているかという話はやはり重要です。救急医療の場面で行
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けば、今の話と同じように地べたを這いつくばって働いている人たちがどういうふうなこ

とを考えてやっているかということで、それを思えば、僕は今の話は極めてよくわかりま

す。 

 ですから、例えば３カ月勉強せいよといったときに、今年は最初の１カ月とか、半年た

ったら次の２カ月目とか、そういうふうなことでもあってよいように思います。やっぱり

地域で頑張っている人はそんな急にボンとたくさん出て来いと言ったって、それは無理か

もしれませんから。そういう意味で地域の医師会だって寄附ができるとか、自治体も寄附

ができるとか。おらが村だったら、じゃあと言って、学校の子供たちが寄附したっていい

わけですよ。というふうなことをやっぱり、HEM-Netだから言うわけではありませんが、

空中戦をするのではなくて地上戦を戦うというぐらいに地べたに足をつけた話をしたほう

が私はいいと思います。 

【司会（篠田）】  いずれにしても、研修調整委員会をつくりまして、今の３カ月、１カ

月というコースがありますけれども、いろいろな具体的な悩みを受け入れて、それをどう

しようかということで調整させていただきますので、そういう場で検討させてもらったら

いかがかと思っております。 

 あとわずかしか時間がなく残っていませんので、とりあえず、医師・看護師の研修につ

いてはこの程度にとどめまして、あと残りました調査研究などの助成だとか、ドクターヘ

リ全般について、あるいは私どものHEM-Netについてご意見、ご質問等ございましたら、

活発によろしくお願いしたいと思いますが、ございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

 

３．ドクターヘリの財政的支援について 

【石黒】  中日本航空の石黒と申します。陳情ベースでのお話だと思って聞いていただ

きたいのですが、ドクターヘリ支援事業の枠の外側にある問題になってしまいます。私ど

もドクターヘリを救命の輪の一員としてオペレーションという、安全運航の確保という見

地から支えさせていただいております。現在、近い将来、どういうことが起こりそうかと

いう部分で少しお話しさせていただきます。ドクターヘリの運航費というのは、出動回数

の増加とともに非常に赤字を続けてまいりました。今般、国が平成２２年度予算で運航費

の増額を組んでくれました。約４,０００万円と伺っております。近い将来、何が起こりそ

うかという部分で、県によっては県財政の逼迫から増額はできないと言われそうな県が出
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るかもしれません。 

 つまり、県が増額ゼロ円となったときは国がゼロになってしまいます。ドクターヘリが

これからも伸びていくためにも、ぜひこれはドクターヘリ支援事業ではなくて、ドクター

ヘリ支援という見地から諸先生方、それから、各基地病院に当たる病院の先生方には県に

ぜひご支援をいただくという見地から切にお願いする次第でございます。最後に『ジェネ

ラル・ルージュの凱旋』の映画のときに、愚痴外来の田口先生が「報道のヘリは飛んでい

るのになぜドクターヘリは飛んでいないの」と言っていたのを思い出しました。ドクター

ヘリの原点として阪神・淡路のことから始まったという部分もまた事実だと思います。あ

りがとうございました。 

【司会（篠田）】  今の話につきまして、一応、政府の人間ではないので勝手なことは言

えないわけでありますけれども、何となくこんなことが考えられるのではないかなという

ことで少しお話し申します。今の話で国庫補助金が増える。ただ、その２分の１は県の負

担になりますから、県が負担する能力がなければどうしようもないという話でございます。

県負担の２分の１、５０％を特別交付税でもって措置するということが２年前ぐらいに行

われるようになりました。したがって、金額が膨らんだら膨らんだ分の地方負担も含めて

５割ということになるわけです。しかし、その残りの５割は一般財源で、自分のところの

税金で措置しなくてはいかん。そのお金はないよという話になるではないかというご心配

だと思います。 

 去年の６月に私どもが１０周年のシンポジウムをやった際に、木村仁先生、ドクターヘ

リ特別措置法をおまとめいただきました木村先生があいさつの中でおっしゃっていました

けれども、今の特別交付税の算入率５０％をたしか７０％ぐらいに引き上げたいんだとい

うことでした。何となく確度の高いような言い方をされました。この点については私ども

もそれがなるようにお願いをしていかなくてはいかんわけでありますけれども、それが実

現できますと、地方負担の３割のみ一般財源で負担すればいいということになりますので、

かなり救われてくると思います。ただ、これはまだ確定したことではございません。木村

先生がそういうことをおっしゃっていたので、それが実現するように我々も頑張っていか

なくてはいかんなと。そんな感触程度の話ですけれども、一応、参考までに述べさせてい

ただきました。 

 あと、ございませんか。どうぞ。 

【松本】  若干、今の話にも共通していると思うのですけれども、来年度以降もドクタ
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ーヘリの導入を検討している県というのはかなりあるやに聞いておりますけれども、もち

ろんそれに搭乗する医師や看護師が少ないという問題もさることながら、運航会社がつい

てこられなくなっているだろうと思います。そもそもヘリが飛ばなければやりようもない

んですけれども、運航会社に対してもう少し人を育てることも含めて、ヘリをHEM-Net

で買うわけにはいかんと思うのですけれども、何かそういうところもHEM-Netが考えて

いかなければいけないだろうなと思います。 

 当然のことながら、今、行政は結構イケイケになっていて、ここで言うのも何ですけれ

ども、大してできもしないのにヘリを入れるぞという、ヘリを入れることが先に立ってい

て、その制度の問題だとか、人の問題だとか、運航会社の問題は全く置き去りにされてい

るということがこれから起こってくると思います。それでは安かろう悪かろうになってし

まうと思いますので、そういったところのデザインをしっかり示していくということが

HEM-Netとしては非常に大事ですし、発言力のある法人だと思いますから、その辺の軌

道修正というか、そういうものをちゃんとやっていかないと、ほんとうに安かろう悪かろ

うになってしまうだろう。それを今、非常に危惧をしているというところを少し述べたい

と思います。ありがとうございます。 

【司会（篠田）】  実はきょう私どもの理事会と総会が行われ、平成２２年度の仕事とし

て、ドクターヘリ運航費用の医療保険の適用のあり方に関する調査研究をやることについ

て、皆さんのご了解をいただきました。特別措置法の附則で、施行後３年をめどにこの点

について検討するということが法律で義務づけられているにもかかわらず、厚労省でその

検討が行われていない。先ほど来、我々は、民が公を支えるということを言っているわけ

ですけれども、保険という形でもって費用を賄っていくということは、これは宿題になっ

ています。国庫補助金で対応しているからいいではないかという話ではなくて、保険でち

ゃんと対応すべきではないかと思うのです。 

 ドイツだとかの先進国並みにやるべきではないか。これはやっぱり官として当然やって

もらわなければいかん宿題だと思うんですね。残念ながら国のほうが検討を始めてくれて

いないということで、むしろ我々HEM-Netが独自に研究会をつくって、かくあるべしと

いう提言を国に対して行おうではないかということで、予算を認めていただきました。そ

ういう点では、HEM-Netだからこそ言えるような提言をこの研究会で研究して、大々的

に発表していきたいというのが我々の気持ちでございます。 

 そのほか、ございませんでしょうか。どうぞ。 
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【堤】  ２点あります。１つが今の航空会社が立ち行かなくなればドクターヘリはつぶ

れるんですね、事業が。僕は各損保が出すのだと思っていたんですよ、HEM-Netに多額

の寄附を。どれくらい出しているんですか。だって、相当な利潤がありますよ。これをや

るとまた怒られるので、打ち止めね。 

 それから、２つ目は、この地図を見て、結局、この都道府県別にやっているわけですよ

ね。これを何とか打ち破ってほしい。医療に国境はないと僕は思っていますので、例えば

東京都は医者もたくさんいるし、医療機関もたくさんある。埼玉県で、もうどうにもなら

なくなったら、ヘリで東京のいい医療機関に運びたいというのが私の願いです。これは官

の仕事なのかもしれないけれども、民が声を出さないと――官と言ってはいけないんです

ね。ごめんなさい。医療は公ですから、公に対してよくしようと思って民が発言するんで

すから、何とかしてほしいんですね。 

 先日も埼玉県、大動脈乖離の患者で、埼玉県の心臓外科の施設、全滅ですよ。全部手術

をやっているということで受けられない。群馬の循環器病センターでしたっけ、あそこに

お願いしたという――済生会か。ということがあったと。ある時間帯によっては心臓外科

は全部手術して全滅ということがあるんですね。だから、我々、情けない埼玉県としまし

ては、やっぱり東京都の応援をいただかないといかんと思っています。 

 埼玉県では医療コンソーシアム計画という構想ですか、もう国境、県境を全部なくそう

ではないかということで、うちの知事が各都道府県の知事に関東で訴えているんですけれ

ども、東京都知事が何か渋っているらしくて、有賀先生、何とかしてください。だって、

急性期は確かに我々東京都に行っているけれども、慢性期の患者は山ほど埼玉県に流れて

きているんですから、それはギブ・アンド・テイクで、輸入、輸出で、農産物を輸入する

か、工業物を輸入するかってあっていいと思うので、あれ、都知事、何とかして。 

 以上。 

【司会（篠田）】  では、先生、お願いします。 

【有賀】  都知事に何とかというのはちょっと横に置いておいても、その手の議論は東

京の中でも山ほどやっています。脳卒中の話をすると急性期は確かにここら辺でやれるか

もしれないけれども、その後、第２コーナー、第３コーナーを患者さんが回るときには、

その手の話は山ほどしていますので、今の話もよく理解できます。都知事かどうかわかり

ませんけれども、さっき帰ってしまった部長クラスにはガンガン言いたいと思います。 

 そのことと少し関係があるのですけれども、今、僕も思っていたのは、厚生労働省がつ
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くった二次医療圏というのがありますよね。二次医療圏というのは生活圏とも違う。普通

の行政で言うと、例えば中央区とか、そういうようなところは自分たちで勝手にバスを走

らせたりなんかしていますけれども、二次医療圏でバスを走らせたなんて話は聞いたこと

がないですね。ですから、そういう意味で、せっかくヘリコプターでビュンビュン飛んで

いるというようなことからしますと、「医療圏って一体何なの」という、ものすごく根源的

な、つまり、地域社会とは何かという話と結びつくと思いますし、先ほど松田先生が言わ

れたみたいに、おらが村と言ったときに、そのおらが村は一体何なのだということとも関

係があると思うんですね。 

 ですから、寄附ということでいくと、さっきの話で行けば郷土愛とか、僕は時々その延

長線に愛国心があるんだと言っていますけれども、そういうふうなこととも関係あるので、

ぜひその医療圏という概念をもう少し生活に密着する、またはヘリの重要性と密着させる

ような、そういうふうな研究というのは何かうまくいかんのですかねと思います。 

【司会（篠田）】  益子先生、どうぞ。 

【益子】  今の有賀先生と、それから、堤先生の先ほどのご発言とも関係するのですが、

前段の話は竹井さんに答えていただくとして、後段の部分ですが、私は全く同感で、空の

上に県境はありません。ですから、それを何とかせいと言う必要もなくて、私どもは現実

に破壊してしまっています。千葉県で起こった重症の小児の頭部疾患の患者さんは成育医

療センターに頻繁に運んでいます。そして、成育医療センターですっかり元気になって北

総病院に戻ってきたり、あるいは千葉の病院に戻っています。亀田病院には東京の周産期

の患者さんがヘリで運ばれています。現場はどんどん変わっているんですね。ですから、

実態でどんどん変えていけばいいのではないでしょうか。 

【司会（篠田）】  どうぞ、上先生。 

【上】  私、お話を伺っていて、つまり、このままだと無理だなと思っているんですね。

縦割りの弊害を縦割りの役所にお願いに行く構造だからです。各県ごとに半分ずつ国とや

れば、それはできない県とできる県ができるのは当たり前ですよね。だって、お金がない

ので、パワーゲームをどこでもやるわけですから。それから、保険の話は、実は２月１２

日に締め切ったばっかりです。このシンポジストの有賀先生は足立政務官の公に出されて

いる顧問です。足立さんに有賀先生から文書で送ればいいのですが、ただ、恐らくこんな

に近くにそんな人がいてもコミュニケーションしていないと思うんですね。保険局保険課

に行くと思っているんです。 
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 いや、私もきょうからお話を伺って、ドクターヘリ、協力しようと思いますが、今、グ

リベックで抗がん剤の話をやっているんです。これは既に新聞、テレビを合わせて２０回

ぐらい出ています。民主も、自民も、共産もマニフェストに入れました。やれという指示

がおりています。保険局保険課が、きのううちに課長が来ました。一律の議論になるので、

それは保険課長では無理ですよね。どこをやって、どこをやらないかというのは政治判断

だし、国民の判断ですから、国民の判断は国民に伝えるしかなくて、国や官に言ってもだ

めなのにそれを繰り返してきているので、きょう見る中でも何人も有名なジャーナリスト

が来られていますよね。彼らに問題を伝えて国民と考えなければ無理だと思うんです。 

 さっき４,０００万とか伺ったので４０億だとしても、世論が盛り上がれば簡単につきま

すよ。だって、今、５,０００億円ぐらいついているんですから。しかも、この中に有賀先

生がおられて、公表されている中医協のアドバイザーで、ね？ 先生。それで、足立さん

がきょう言っていましたよね。先生方に感謝するって業界誌に流れていて、多分、先生、

言われていないんですよね。だから、なぜこうなるかというと、情報のフィルターが、官

僚の情報の記者クラブが読んでいるからなんですよ。全部公開されているのを自分たちで

エディットしない限りは、縦割りの弊害を縦割りに直してくれと頼みに行くのと一緒で絶

対うまくいかないんです。 

 こういうことをやっていると鎖国しているのと一緒で、黒船が来てコテンパンにやられ

るんです。同じ構造だなと思って、額がこれだけわかったら、国民に伝えれば、国民は必

ず、国民に縦割りはありませんから、国民にいかに伝えるかということを議論したほうが

いいような気がいたしました。 

【司会（篠田）】  ありがとうございます。 

 実は私どものこのドクターヘリ支援事業の中には調査研究の助成事業というのがあるん

ですね。したがって、もし、有賀先生、何か医療圏の問題などで、もっと勉強しようとい

うことがありましたら、もっともこれも寄附金の集まりぐあいによるわけでありますけれ

ども、先生が座長か何かやっていただいて、助成することは我々のプログラムの中にはご

ざいます。 

 もし他にご発言がないようでありましたら、もう時間が来てしまいましたので、ここら

辺で終わらせていただきます。きょうは基金のコンセプト、あるいは支援事業のメインで

ございます医師・看護師の研修について、大いに議論をしていただきました。特にまとめ

というものは何もありません。我々がこれから進めていくに当たりましてのいろいろなア
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ドバイスをちょうだいしたわけでありまして、とにかくきれいに元気よく４月１日からス

タートいたしたいと思います。大変ありがとうございました。 

 それでは最後に、小濱先生のごあいさつ、よろしくお願いします。 

 

閉会の辞 

【小濱】  HEM-Netを代表いたしまして一言閉会のあいさつをさせていただきたいと

思います。本日は、海堂先生の基調講演に始まり、それから、パネリストの先生方のご発

表、また、フロアからも活発なご意見をいただきまして、今回のシンポジウムを盛り立て

ていただき、非常に感謝申し上げます。HEM-Netを代表して厚く御礼申し上げます。 

 私、最初の海堂先生の基調講演を聞いていまして、昔を思い出しました。実は私がこの

ドクターヘリに手をつけたのは昭和５５年です。１９８０年、ちょうど私は先生と同じ年

ごろなんですね。当時、元気がよかったので、運輸省や消防庁とか警察庁などを相手に官

はけしからんとけんかばかりしていたのですが、けんかしても全然事は始まらないんです

ね。ある時期を過ぎると、これはけんかせずに仲よししたらどうだというふうに変わりま

した。 

 仲よくすると意外と、先生、この辺、こうしたほうがいいですよと教えてくれるんです

よ。だから、海堂先生も、５年後にここに来られたら、多分官と仲よくしなさい、いい人

ばっかりですよと言われると思うんです。 

 ドクターヘリも、法律が通り、こうやって支援事業まで進んでいますので、ぜひ先生、

少しバージョンを変えてぜひ頑張ってください。先生のＡｉ、僕は応援しています。大事

なことですのでぜひ頑張ってください。 

 それから、きょうのテーマは、民が支える公です。実は先日、ドクターヘリ促進議員連

盟の事務局長をされている参議院議員の木村仁先生のところに行ったときに、木村先生は、

今は３Ｐの時代とおっしゃる。３Ｐって何ですかと言ったら、Private、Public、Partnership

だとおっしゃるんですね。それはどういうことかというと、要するに都市そのものを市民

がつくるということですね。官に任せず市民がつくるということが基本だとおっしゃいま

した。だから、要するに官だけに任せずに民が一緒に手を組んでやれば、都市だってちゃ

んといい都市ができるという発想でやらないといけないということで、この民が支える公、

これはこれから我々の、先ほどから話が出ていますように、我々１人１人が官とけんかす

るのではなくて、仲よくしながらパートナーシップとなってやっていくというのがこれか
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らのポイントではないかと思います。 

 ぜひその３Ｐ、これをぜひ皆さん方、よく考えて仲よくしながら我々の生活をよくして

いくということで、このHEM-Netの事業にもぜひ先ほど言いましたようにご協力いただ

いて、この事業が広がって、これからヘリを受け入れる病院にもちゃんとお金が回って、

それから、受けたい人が自由に研究もできる、仕事ができるような形で広げていただくこ

とを願いまして、私の閉会のあいさつといたします。本日はどうもありがとうございまし

た。（拍手） 

【司会（篠田）】  ありがとうございました。大変長時間、皆さん、ありがとうございま

した。 
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パネルディスカッション参加者（アイウエオ順） 

（肩書は2010年２月17日現在） 

 

 パネリスト  

 

昭和大学医学部教授 救急医学講座主任 有 賀   徹 

岐阜大学医学部教授 高度救命救急センター長 小 倉 真 治 

東京大学医科学研究所准教授 上   昌 広 

日本損害保険協会理事待遇 業務企画部長 竹 井 直 樹 

日本医大教授 千葉北総病院救命救急センター長 益 子 邦 洋 

 

 司会  

 

HEM-Net 副理事長 篠 田 伸 夫 

 

 

 


